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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年１２月１１日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時２１分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 木村勝彦  委　　員 原田　平

委　　員 本保加津枝  委　　員 野原　修  

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

土木下水道部長　粟屋保英 同部次長　宮川茂行

交通対策課長　大砂　渉 同課参事　早川　茂 下水道業務課長　石川裕司

同課参事　芳浦定行 下水道管理課長　山口　繁 同課参事　渡場修一

同課参事　川上昭人 下水道整備課長　渡辺勝彦

水道部長　池田三紀夫 同部次長兼総務課長　乾　富治

同部参事兼工務課長　林　薫　総務課参事　東田真介

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第５６号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第６６号　摂津市立自動車駐車場条例及び摂津市立自転車駐車場条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第５９号　平成１９年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算

議案第６１号　安威川、淀川右岸流域下水道組合規約の一部を変更する規約制定の件

議案第６２号　安威川、淀川右岸流域下水道組合の解散の件

議案第６３号　安威川、淀川右岸流域下水道組合の解散に伴う財産処分の件

議案第５７号　平成１９年度摂津市水道事業会計補正予算
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（午前１０時　閉会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会い

たします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、年末何かとお忙しい中、建設

常任委員会をお持ちいただきまして、大

変ありがとうございます。

　きょうは、きのうの本会議で当委員会

に付託されました一般会計の補正予算所

管分のほか６件についてご審議を賜るこ

とになりますが、何とぞ慎重審議の上、

ご可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

　いつものように、一たん退席いたしま

すけれども、在庁いたしておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、本保委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

 （午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第５６号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、議案第５６号、平成１９年

度摂津市一般会計補正予算（第３号）の

うち、土木下水道部に係る部分につきま

して、目を追って補足説明をさせていた

だきます。

　補正予算書２７ページをお開き願いま

す。

　歳出でございますが、款７、土木費、

項１、土木管理費、目２、交通対策費に

つきまして、節１３、委託料のうち、自

転車利用者指導委託料１７８万円の増額

補正をいたすものでございます。

　その内容といたしましては、摂津市立

千里丘第１自転車駐車場の建替工事によ

り、ＪＲ千里丘駅西側周辺において放置

自転車等がふえることが予想されるため、

自転車利用者指導員を増員させたことに

よる増額分でございます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　質疑のある方、お受

けします。

　野原委員。

○野原委員　おはようございます。

　今、ご説明いただきましたように、千

里丘第１自転車駐車場の建替えで、利用

者指導委託料で１７８万円ふえたという

形なんですけれども、これ、今後ともこ

ういう形でやられていくのか。それと、

また、東側の、前回、本保委員からも言

われました、前から課題になっておりま

す、ＪＲ敷地内の自転車をどうしていく

のか。

　また、ＪＲとの協議がどのように進ん

でいるのか、その辺の現状をお聞かせい

ただきたいと思います。

○山本靖一委員長　大砂課長。

○大砂交通対策課長　ただいまのご質問

にご答弁申し上げます。

　指導員につきましては、現在、２名配

置させていただいております。時間につ

きましては朝の８時から１６時まで、土

曜、日曜も含めて配置をさせていただい

－ 2 －



ております。第１自転車駐車場の建替え

後につきましても、継続して配置する予

定です。

　それから、ＪＲ千里丘駅前広場の西日

本旅客鉄道株式会社用地に自転車が大量

に放置されておるということにつきまし

ては、十分認識をいたしております。市

民等から苦情が寄せられた場合には、駅

長や京都支社に連絡するとともに、京都

支社を訪問して協議をいたしておるとこ

ろでございます。

　従前、西日本旅客鉄道株式会社京都支

社の総務企画課と協議を進めておりまし

たが、現在は、総務企画課にあわせまし

て、施設課、営業課の担当も含めて協議

をいたしておるところでございます。ま

た、西日本旅客鉄道株式会社本社からも、

千里丘駅前広場の確認に来られたと聞い

ております。

　今後も、解決に向けて協議を続行し、

鋭意努力してまいりたいと考えておりま

す。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　努力されているのはよくわ

かるんですけれども、もう少し具体的な

形で、過去、あの通路に関しまして、い

ろんな整理とかされて、きのうも本会議

場でありました、やっぱり点字ブロック

が全然機能してないことは、本来はＪＲ

の責任かもわからないんですけれども、

過去、お聞きするところによると、工事

中のときに協定書を結んで、あそこ、ど

ういう形で管理していくかというような

話もあったかのようにお聞きしてますの

で、その辺のところ、もう少し精査して

いただいた中で、あと、我々が見ていて

もほんとにひやっとする、小さい子ども

さんが歩いているところ、中学生、高校

生が自転車でフルスピードで行くと。ほ

んとにあと何ミリかいうところで、衝突

とかいろんな傷害が起こるような形、危

ない場面を多々目にするところでありま

して、そういうときには、ＪＲの敷地内

ですから、責任はＪＲになるかわからな

いですけれども、そこの管理責任という

形になれば、市の方にもそういう管理責

任が問われるという可能性も出てきます

し、まず、市としても市民の安全が第一

ということで、あくまでもＪＲの敷地内

であっても、そのＪＲの敷地と、また、

市の敷地の境目のところでそういう事態

が起こり得る可能性も今のところ多々あ

りますので、だから、その辺のところで

ＪＲと詰めをやって、ＪＲがそういう形

で整理ができないんだったら、市の方で

そういう形ができないのか、その辺のと

ころをもう一回お聞かせ願いたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　大砂課長。

○大砂交通対策課長　ただいまご指摘の

とおり、横断歩道を渡ったところに自転

車が放置されている。また、放置されて

いるために、点字ブロックのところを、

障害をお持ちの方の車いす等も通れない

といったような状況でございます。

　駅前広場の中で、市の用地と、それか

ら、一部、ＪＲの用地がございます。Ｊ

Ｒ用地の部分については、先ほどからおっ

しゃっていただいているような状況でご

ざいますけれども、本市といたしまして

は、広場の管理協定を結んだ中で、市で

すべて管理させていただきたいと。管理

することによって、駐輪ラック等を設置

した上で、移動・保管も含め管理してい

くという形で投げかけておりますけれど

も、まず、管理協定がないという中で、

今現在、協議が少し難航しているところ

でございます。

　今おっしゃっていることにつきまして

は十分わかっておりますので、今後とも、
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ＪＲの方に投げかけ、早急に解決できる

よう努力してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　相手のあることなので、こ

ちらの思いどおりにはならないかと思い

ますが、これは、やっぱり安心・安全な

まちという形のもので、一刻も早い管理

協定を結ばれて、市民の安全を確保して

いただくように、いま一度努力をお願い

して、要望といたします。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１０時７分　休憩）

（午前１０時８分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第６６号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時　９分　休憩）

（午前１０時１０分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第５９号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１１分　休憩）

（午前１０時１２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第６１号、議案第６２号及び議案

第６３号の審査を行います。

　本３件につきましては、補足説明を省

略し、質疑に入ります。

　質疑のある方。

　本保委員。

○本保委員　それでは、議案第６１号、

６２号、６３号について、まとめてお聞

かせをいただきたいと思います。

　まず、４点にわたってお尋ねをしたい

と思っております。

　１点目は、流域下水道のこの一元化に

つきましては、既に、本年１１月３０日

の建設常任委員協議会において、もう議

論がなされているところではございます

し、一部、昨日の本会議場でも話が出た

わけでありますけれども、委員会の場で、

再度、この一元化を実施した場合の縮減

効果と、また、あわせて、実施しなかっ

た場合のデメリットについて詳しくご説

明をいただきたいと思います。

　とりわけ、この消費税の部分の数字が

非常に大きいものですから、この消費税

率の変動によっては、一元化の影響とい

うのは非常に大きいものと考えますので、

この点についてのご意見をお聞かせいた

だきたいと思いますし、また、この一元

化、縮減効果があるという、その明確な

根拠となる資料が作成されているのでし

たら、昨日もいろいろご答弁がありまし

たけれども、どうか、この点についても、

どのようになっているのかお聞かせをい

ただきたいと思います。

　２点目は、大阪府から、本市に対して

直接説明がなされているのかどうかとい

うことについてでありますけれども、昨

日も、議場で、副市長からのご答弁があ

りまして、１２月７日に説明があったと
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いうことでございましたけれども、その

ときの大阪府と本市との間にどのような

やりとりがあったのか、もう少し詳しく

お聞かせをいただきたいと思います。

　３点目につきましては、府にこの資本

費を支払うために、各市町村とも下水道

使用料金を近々改定して、値上げをしな

ければならないとの、この可能性を示唆

した流域下水道組合の意見書が前回の協

議会に出されました。これに対し本市は

どのように考えておられるのか、お聞か

せをいただきたいと思います。

　４点目には、この施設の更新と補修費

についてでございますけれども、現地調

査を行わずに資料を作成したという指摘

が前回ありました。この点については、

この資料の数値の信憑性が問われる原因

となっていると考えておりますけれども、

大阪府のこの提示されております資料の

信憑性が、この先、大きく市民の皆様に

もかかわってくる、また、本市の財政に

もかかわってくる問題であると思います

ので、この点について、どのような根拠

でもって削減効果が非常に高いと、年間

２，６７０万円の削減効果が見込まれる

というようなお話になったのか。この現

地にも行っていない施設の改修について、

更新と補修費ということを計上されてい

ることについて、詳しい資料があれば、

それもご提示をいただいていない状況で

ありますので、ご提示をいただきたいと

いうことも考えておりますけれども、ま

ず、この時点で説明を求めたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　以上でございます。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、ご答

弁申し上げます。

　まず、１点目の、一元化に伴います効

果、それと、一元化できなかった場合の

デメリットいうんですか、そういうご質

問でございます。

　まず、効果につきましては、先日の建

設常任委員協議会でもご説明申し上げま

したけれども、そのときに配付させてい

ただいております資料にも記載しており

ます。

　まず、効果といたしましては５点ござ

います。

　それは、縮減の方の効果、また、一部

増になる要素もございます。その中で、

縮減になる効果として大きいものは、ま

ず１点目は、統合による人件費の縮減が

ございます。それと、委員もご指摘いた

だいておりますように、消費税納付額の

減がございます。

　また、一方、増になる要素といたしま

しては、改築とか更新の資本費の一部負

担、これが私どもにとっては増になる要

素でございます。

　その他、水質の分析の業務委託料の問

題とか、その他経費の縮減とかございま

すけれども、そういうような中で、２０

年度から２９年度までの大阪府の試算に

よりまして、私どもの摂津市分の軽減効

果が、１年間当たり２，６７０万円とい

うことで示させていただいております。

　一方、一元化ができなかった場合のデ

メリットについてでございますが、今、

ご説明申し上げましたように、一元化に

よる人件費の縮減及び消費税納付額の減

などの縮減効果は当然なくなってまいり

ます。その一方で、改築更新事業費の一

部の負担は求められます。

　ということで、一元化しなかった場合

は、今まで以上の負担増となりますので、

下水道事業の経営におきましても、私ど

もは問題があると、このように認識いた

しております。

　それと、もう一つ、消費税の納付額の
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減に伴います税率の話でございますけれ

ども、消費税率につきましては、現行の

消費税率５％で試算いたしたものをお示

しさせていただいております。仮に、消

費税が将来アップになりましたら、縮減

効果はさらに大きくなるものというふう

に私どもは考えております。

　それと、順番逆になるかもわかりませ

んけれども、大阪府の資料でございます

けれども、これは、今、資料の提供とい

うこともございましたので、後ほど、委

員長の方とご相談申し上げて、対応して

まいりたいと考えております。

　その資料をもとに、私どもは、資本費

の一部負担についての積み上げ、これは、

大阪府より構成市町と合同での検討会議

の中では説明を受けております。その資

料もいただいたところでございます。

　それは、先般も協議会で申し上げてお

りますように、１０年間の更新改築計画

を定められて、それを私どもの市町村負

担分として、大阪府の公債費償還にあわ

せて負担していくというもので、３０年

間の償還表もいただいた中で、それを積

み上げた内容が最終的な資本費の一部負

担額の増要素であるというふうに認識も

いたしております。

　それに関連しまして、先般の協議会で

ご指摘もいただいております、組合の資

料の件でございますけれども、そういう

ご指摘もいただきましたので、その後、

組合にも確認はさせていただきました。

組合といたしましては、組合独自でデー

タを積み上げたものではございませんと。

私どもがいただいております大阪府の資

料をもとに、組合の意見としてこういう

資料を作成したものでございますという

回答も得ております。

　ただ、私どもは、常に申し上げており

ますように、縮減効果の範囲内での資本

費負担ということは大阪府からも言われ

ておりますけれども、一方で、組合職員

は現場も熟知されておられますので、そ

の意見は、私どももやっぱり真摯に受け

とめた中で、今後、毎年開催されます流

域下水道協議会の場で、大阪府より示さ

れてまいります、その時点からの５か年

の事業計画及び市町村負担額の見込み額

の検証をその場で行ってまいりたいと、

このように考えております。

　続きまして、改築更新事業の計画策定

に当たりまして、大阪府では、現地調査

とか組合に確認していないとの件でござ

いますけれども、大阪府が作成いたして

おります改築更新計画は、過去から組合

より提出されている要望内容を考慮して

策定したものであると伺っておりますし、

また、府における過去の改築、また、更

新実績に基づきまして、施設ごとに目安

となる年数を設定した上で、改築更新の

事業費を積み上げたものであるというふ

うにも伺っております。

　また、初めの５年分につきましては、

流域下水道組合からの要望をもとに策定

したと、このようにも説明を受けておる

ところでございます。

　以上でございます。

○山本靖一委員長　２点目の、府からの

説明があったのかという内容について、

踏み込んで。

　大阪府から摂津市の方へ説明へ来られ

たかということ。粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　申しわけござい

ません。

　大阪府から説明に来られたかという内

容でございますけれども、これも、昨日

の本会議でご答弁申し上げたところでご

ざいますけれども、いろいろ今の資料の

信憑性、その他もございますし、また、

一方では、安威川の組合議会議長から３
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点の申し入れ書、管理者初め我々副管理

者も、１１月２７日付ですか、これでい

ただいております。

　私ども構成市といたしましても協議い

たしまして、１２月５日で、管理者名で

ございますけれども、文書で大阪府に提

出もさせていただいたところでございま

す。

　さらに、先日、大阪府の副理事が来庁

されまして、その折にも、当然、市長並

びに副市長からも、強くその旨の申し入

れを行ってまいりました。

　副理事からは、この組合議会議長から

の申し入れの３点目いうのは、プロパー

職員の現給保障の話でございますけれど

も、これはやっぱり非常に困難である。

というのは、今現在おられる大阪府職員

とのバランス上の問題もあって、やっぱ

り大阪府としてできるのは、組合へ採用

されたときから大阪府の職員であったと

みなしての給与体系、これは、バランス

上、それ以上のことはできないという方

向で説明も受けております。

　それ以外の、１点目の、先ほどの、資

本費の一部負担の資料であったり、２点

目の、組合議会にかわるチェック機能の

問題につきましては、これは、必ず約束

は履行させていただきますというのを、

市長並びに副市長に対しまして回答をい

ただいたところでございます。

　以上でございます。

○山本靖一委員長　本保委員。

○本保委員　ありがとうございました。

　今お話がありました、この１点目の、

コスト縮減の、当面１０年間の計画と３

０年間の償還表というのがお手元にある

ということでした。

　これ、当委員会の方には提出をしてい

ただいてはおりませんですね。これは、

資料提供を要望したいと思います。

　そういったものをまた提示していただ

いて、やっぱりそれを見させていただい

て、その中でまたしっかりと検討もして、

私たちの意見がやはり出る部分もあるか

と、そういう可能性もありますので、こ

ういった状況の中で、先般も資料いただ

きましたけれども、やはり相対する資料

を木村委員の方から、流域下水道組合に

行っていただいている委員さんとして提

出をしていただかなかったら、どういっ

た実態であるのかということが全くわか

らないままで今回のことが進んでいった

と。これは非常に、議会として、また委

員会として憂えることではないかという

ふうに感じております。

　しっかりとそういった状況の説明をな

されるときは、資料が出ているのであれ

ば、協議会の中で資料の提示をしていた

だいて、それに基づいて、やはり両者を

見比べてしっかりと、あらゆる資料をも

とにやはり議論をするべきではなかった

かなと、このように感じておりますので、

この点強く、今後のこともございますの

で、きちっとした形で、委員会、協議会

に対して取り組んでいただけるように申

し入れおきたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。

　この消費税率の変動によっては、大き

なやっぱりメリットが行政の方にあると、

市民の皆さんにもそれが反映するという

ご答弁だったと思いますので、消費税の

方は、私たちが直接介することではない

ですけれども、国としての方針ですけれ

ども、やはり大きく変動するものが含ま

れているということで、メリットが非常

に大きいということはただいまのご説明

でよくわかりました。

　今、コスト削減のお話をしていただき

ましたけれども、これにつきましても、

やはり本当にこれでベストなのかという
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ことは、今後しっかりと、また、行政の

方の代表として取り組みをしていただく

ことになるかと思いますので、その点に

ついてもお願いをしておきたいと思いま

す。

　２点目の、府と市のやりとりというこ

とにつきましては、５日で文書も提出を

していただいて、しっかりと申し入れを

していただいたということでありますけ

れども、こういったことにつきましても、

今後ともしっかりと、一度そういうふう

に担保するようにと申し入れをされたか

らといって、これが決定した後、また状

況が変化する可能性もありますので、しっ

かりと、今後とも、一元化をしたことに

対してきちっと状況を見定め、随時、当

委員会の方にもご報告をいただくと、き

ちんと情報公開をしていただくというふ

うな形で進めていただけるようにお願い

をしたいと思います。

　あと、３点目ですけれども、流域下水

道の、償還３０年間に対して、近々、下

水道料金を値上げしないといけないとい

うことに対してのご答弁は、はっきりと

は、明確にはなされていなかったように

感じましたもんですから、これにつきま

してはほんとに大丈夫なのかということ

ですね。その裏づけというものがあるの

でしたら、その裏づけとなるような資料

をお持ちであるのかどうかと。また、こ

の下水道料金の値上げはこのことが影響

するものではないという、そういった確

たる資料をお持ちでおっしゃっているの

かどうかですね。その点については、先

ほど、ご答弁の中で触れておられなかっ

たと思いますので、この点については、

もう一度ご答弁をいただきたいと思いま

す。

　これは、市民の皆さんにとって一番、

実際、生活にこたえてくるものでありま

す下水道料金、値上げが万が一こういっ

た形で、先ほど、資本費の一部負担とい

うことは、この全体の縮減の計画の中で

の範囲を超えるものではないといったこ

とをご答弁いただいたと思うんですけれ

ども、それを裏づける資料等と、その裏

づけについて、どうして言い切れるのか

ということですね。その辺についてお答

えをいただきたいと思います。この辺、

しっかりと、はっきりしていただきたい

と思います。

　それから、４点目の、この改修につき

ましては、組合の要望に基づいて作成を

されているということでありますけれど

も、この分につきましては、先ほど申さ

れました、１０か年計画の中に、この施

設の修理・改修も含まれているのかどう

か、そういった資料もあわせてあるのか

どうか。

　先ほどおっしゃった、当面１０年間の

計画書、３０か年の償還表をお持ちだと

いうことでした。その中に、この流域の

施設の改修等も含まれている資料である

のかどうかということですね。あれば、

一つ出していただいたらいいわけですけ

れども、別個のものであれば、これもぜ

ひ資料の提出をしていただきたいと思う

わけですけれども、この点について、ど

のようになっているのかお答えをいただ

きたいと思います。

　お願いします。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、今、

ご質問いただいてます、２点だというふ

うに考えております。

　まず、１点目の、この統合によります、

一元化によります下水道使用料金の値上

げに結びつかないかという内容でござい

ます。

　これにつきましては、先ほどのご質問
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でもご答弁させていただいてますように、

まず、縮減効果が大きいというふうに私

どもは考えております。といいますのは、

１回目と重複しますけれども、１０年間

の更新、または改築の事業計画を大阪府

で定められて、それに基づく起債償還、

それにあわせて、私ども市町なりの負担

金が発生してまいります。それをこの１

０年間で比較したものが、先般の協議会

でお渡しさせていただいた資料でござい

ます。

　それ以後、１０年以後どうなるんだと

いう話もございますけれども、一応、大

阪府との打ち合わせ内容では、どこまで

いっても、将来とも、一応、縮減効果の

範囲内での資本負担であるというのは、

これは、先日の協議会でも、資料をもち

ましてご説明申し上げたところでござい

ます。

　ということで、一元化にすることによ

る使用料の値上げ、これは、私どもは絶

対あり得ないものだと。また、一元化に

することによって値上げの可能性がある

のであれば、当然、我々としては一元化

には反対してまいります。そういうこと

を当初から府にも申し上げた中で、交渉

なり協議を進めてまいりましたので、こ

れが理由で値上げになるというふうには

私どもは考えておりません。

　もう１点、１０年間の更新計画の中の

資料で、これは、先ほども一部申し上げ

ておりますけれども、各処理場、ポンプ

場、その中の各施設を積み上げていった

ものでございます。その中で、どの分が

組合から要望されたものかというのは、

正直、把握はようしておりません。です

から、資料の中で、提供させていただく

のは、大阪府が積み上げておられます各

処理場、各ポンプ場の、その施設ごとに

何年度から更新をするとか、そういう資

料はございますし、それをもとにした償

還表もございますし、それは、委員長と

またご協議の上、資料提供させていただ

きたいと。その中で、組合が要望したも

のかどうかという確認は、とれる範囲で

必要でございましたらさせてもいただき

たいと、このように考えております。

○山本靖一委員長　本保委員。

○本保委員　ありがとうございました。

　このことによって、これが理由で値上

げはないということで、今、ご答弁、ご

断言いただきましたので、安心をいたし

ました。

　また、もう１点の、組合の要望に基づ

いた施設改修の計画書が別途あるという

ことでございましたので、ぜひ提出お願

いいたしたいと思います。

　今、ご答弁でおっしゃっていただきま

したように、組合がどの部分について改

修を要望しているのかということについ

て、わかるのであれば、ぜひ明確にして

いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　４点にわたってご質問させていただき、

また、きちんとご答弁をいただきました

ので、理解いたします。

　また、この件につきましては、今後、

本当に取り組みというのが、行政の方か

ら出ていただく方だけで、各代表の方が、

いろいろな形で実現すれば、一元化すれ

ば、協議していかれるわけですから、私

たち委員会の方に、今回も、やはり資料

提出等々おくれてる部分とか、やはり行

き届いていないという点につきましては、

先ほども申しましたように、重々ご配慮

いただいて、注意をいただいて、私たち

委員会に対しても十分な連携がなされる

ように、お取り組みに対して、ぜひお願

いしておきたいと思います。

　先ほど、ちょっとお話がありました、
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プロパーの職員の方の処遇に対しまして

は、現職とのバランスというものがあっ

てというお話で、どうしても減給になる

ということでありました。このことにつ

きましては、規定というものがあると思

いますけれども、その他待遇等について、

くれぐれも、できるだけの配慮の上、善

処してあげていただきたいと、そのよう

に決定されるように要望しておきたいと

思います。

　また、別途資料があるということです

けれども、おおむね、先般の説明で、５

年以内に施設の改修ということについて

は進めていくというようなお話もありま

したので、この工事の開始までに必ず要

望しておきたいんですけれども、現地に

行っていただいて、大阪府の方からきちっ

と現地に赴いていただいて、改修予定の

表ができているのであれば、その予定表

に上がっているところ全部をきちんと実

施までに回っていただいて、現場をその

目で見て、改修の優先順位というものを

机上で図るのではなくて、現地視察を実

施した上で改修の優先順位をぜひ決めて

いただきたいと。

　この点については、かたがた要望して

おきますので、よろしくお願いいたしま

す。

　この点についても、しっかりと大阪府

の方に、一元化されることにつきまして

は、申し入れとしてお願いをしておいて

いただきたいと、このように思います。

　いずれにしましても、今回の話を通し

て感じましたのは、やはりなかなかきち

んとした情報公開というものが、市民に

対しても、また、当委員会に対してもな

されていないと。まだまだ行き届いてい

ないと、そういったことを強く感じまし

たので、今後、情報公開を初め、住民の

皆さんへの説明責任がきちっと果たせる

ように、大阪府に対しましても申し入れ

と、こういったことを含め十分な取り組

みがなされるよう、要望として、質問を

終わりたいと思います。

○山本靖一委員長　資料については、後

刻、また調整させていただきたいと思い

ます。

　ほかにありませんか。

　野原委員。

○野原委員　おはようございます。

　今、本保委員の方から、あらましとい

うか、大体の疑問点は説明していただい

たんですけれども。今、資料請求という

形で言われてました、大阪府の方で事業

計画がなされて、その資料があるという

中で、先日、市の方から出された資料は、

これをもとにしてつくられたという形の

認識でよろしいかどうか。また、その資

料があるんだったら、今言われたような

形で、先に示していただいたら、これが

より正確なものであるという確認ができ

たかと思いますので、今後こういう事態

が起こったときには、そういう取り組み

をしていただきたいということをお願い

しておきます。

　それと、協議会に対してでありますが、

今までは、市民の代表である議会から出

ていってもらって、そういうチェックを

していただいたものなんですけれども、

今後は、なされるということになりまし

たら、各市町村の代表というんか、市長

がその協議会の中の責任者という形でチェッ

ク機能を果たされるという考え方でいい

のかどうか、そこの１点、お聞かせ願い

たいと思います。

　それと、プロパー職員の方の身分保障

の件なんですけれども、一応、ここに書

いてありますように、大阪府の職員で、

今まで働いてきた年数を、従来どおり加

算した中で大阪府の職員として待遇する
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という回答がきておりますので、これで

給与が下がったりというのは、今までの

給与が高過ぎたのかというような形、そ

の辺がちょっと疑問に、そうなってきま

すと、今まで、負担分を、我々がそれを

払い過ぎてたのかどうか。その辺のとこ

ろがちょっと気になりますので、その辺

がどういうことになっておるのか、お聞

かせ願いたいと思います。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、１点

目でございます。

　事業計画によるものなのかということ

でございますけれども、先ほど、本保委

員さんの中でもご説明申し上げておりま

すけれども、私どもが協議会で提示させ

ていただいた資料のうち、増になる要素

は、あくまで資本費の一部負担でござい

ます。それにつきましては、大阪府の事

業計画が、１０年間でございますけれど

も策定されておられます。それをもとに、

起債の３０年間の償還による年度ごとの

市負担額、これが出ておりまして、それ

を積み上げたものが、先般、協議会でお

示しした資料の内容となっております。

　この資料につきましては、後日、また、

委員長とご相談申し上げた上で、資料の

提供もさせていただきたい、このように

考えております。

　２点目の、流域下水道協議会でござい

ますけれども、今まで、当然、組合議会

が、やっぱりいろいろ市民、または議会

筋、また、市の意向等を受けて、チェッ

ク機能いうのを果たしていただいていた

わけでございますけれども、これも、昨

日の本会議でも一部ご答弁申し上げてお

りますけれども、まず、私どもといたし

ましては、構成市長、また、町長より、

以前、意見書も出しております。その中

でも、組合議会にかわるチェック機能を

引き継ぐものとして、流域下水道協議会

は、構成市町の意向を十分反映できるこ

とを保障されたい旨の申し入れも行って

まいりました。

　それによります府からの回答でも、貴

構成市町の意向を十分に反映できる場と

して運営してまいりますという回答もい

ただいております。

　先ほどなりのご答弁でも申し上げてお

りますように、大阪府と私どもの市長、

副市長との話し合いの中でも、ある一定

担保はできたと、このように考えておる

ところでございます。

　ただ、実態の運営といたしましては、

これも過日の協議会でお示しさせていた

だいております、まだ案ではございます

けれども、あくまでも、まず一つは、流

域ごとに協議会を設けますと。大阪府全

体でやりますと、かなり大きく、広い話

になりますので、やっぱりチェック機能

を果たす上では、細部な点、その辺も必

要になりますので、流域ごとの協議会で

やっていこうと。その構成メンバーは、

当然、私どもでしたら市長でございます。

ただ、その下に、幹事会、また、実務者

会というのも設けられておりまして、そ

こでいろいろチェック機能も含めた中で、

話し合いとしてもんだものを、最終的に、

各首長クラスで構成されます協議会の場

で最終判断していただくと、こういう内

容になっておりますので、まず、我々実

務担当者がどこまで努力できるか、これ

がまず第一だと考えております。

　ただ、いろいろ議会筋からも、委員会

からもやっぱりご議論いただいたところ

でございますので、その辺のやっぱりチェッ

ク機能が働くように、我々はこれは努力

してまいりたい、このように考えておる

ところでございます。

　プロパー職員の処遇でございますけれ
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ども、これも、本保委員のご質問で申し

上げておりますように、大阪府といたし

ましては、一つは、先ほど申し上げまし

たように、現在おられる府職員とのバラ

ンスの問題、それで、また、大阪府とし

ては、給与に関する規則等もございます。

そういう中で運用されておられまして、

府として可能なのは、プロパー職員につ

いては、組合へ採用されたときから大阪

府に採用されたとみなした給与であるい

うのが、これは最大限の話です。こうい

う回答もいただいております。

　ただ、今までもらい過ぎてたのかとい

うと、これは、私ども、ちょっと評価は

申し上げられませんけれども、安威川、

淀川右岸流域下水道組合の給与体系は、

これは管理者市である高槻市の給与ベー

ス、これで給与を支給されておられます

と、そういう内容でございますので、よ

ろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。

　給与に関しましては、そういう、勤め

られたときから、大阪府の職員としての

待遇を今後していくという形で、その最

大のところはきっちり担保していただい

た中で、その人らのやっぱり身分保障を

していただきたいと思います。

　それと、今のチェック機能、今まで、

８流域の部分をまとめてやった分を流域

別にやって、きめ細かいチェックができ

るというメリットが出てきてるという部

分もあるというような形でお聞かせいた

だいて、今後、当然そういう形では首長

が責任を持って、その下で各部なり課な

り、その辺がよりきめ細かいチェックを

していってもらって、責任を持っていっ

てもらえるという、その思いを今お聞き

したんですけれども、そういう思いで、

その責任を重く受けとめて、今後、チェッ

クしていかれるというのか。

　そこだけ、もう１点、お聞かせ願いた

いと思います。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　チェック機能の

話でございますけれども、当然、先ほど

も一部申し上げていますように、いろい

ろ議会の中でご審議もいただいておる中

で、やっぱり一番問題なのが、これによ

ります市民負担の増にならないか。先ほ

どの本保委員の話でもございました、使

用料料金の値上げにつながらないかとい

う問題もやっぱり危惧されるところでご

ざいます。

　その辺を、私どもがチェックできる場

として、やっぱりこの協議会の場を生か

していきたい。先ほど、一部申し上げて

おりますけれども、その辺の歯どめは、

各年度の協議会で、それ以降の５年間の

更新、改築の事業計画であったり、また、

それに伴います市負担額、これも示され

ることという約束になっております。

　ということで、仮に、今、協議会があっ

て、即来年度の事業計画を、これいらう

いうたら大阪府も大変でございますから、

どっちかいうたら意見が通りづらいと思

います。ただ、約束として、先ほど申し

上げましたように、向こう５年間示して

いただけるものですから、その中でのやっ

ぱり意見を申し上げて、平準化の問題も

ございますし、その辺で、やっぱりコス

ト縮減には努めてまいりたい、このよう

に努力もしてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　今お聞きしたような縮減効

果の中で、我が市も、最大そういう形の

メリットを賜るような形で今後もチェッ

クしていただいて、絶対に公共料金の値

上げにつながらないような、縮減効果の
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中でやっていけるような形で、当市にも

メリットがあるような形の財源を生み出

していただくような形をお願いしておき

ます。

　以上です。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　原田委員。

○原田委員　これまで、いろいろとご議

論をされてきたわけでありまして、やは

り議案第６３号、解散に伴う財産の処分

の問題であります。

　特に、人材は宝であると、こういう立

場から、大阪府もそのことの認識に立っ

て、プロパー職員の身分移管を今回図ら

れたわけであります。

　そういう中で、いろいろな問題はまだ

山積をいたしております。しかし、それ

は引き継いでいただくということをきっ

ちり言っていただくということをお願い

申し上げると同時に、先ほどからも出て

おりますように、資本費の負担分が増に

なってくる。これは、あくまでも市民負

担の増にかかわってくることであります。

　本市は、まだまだ安威川以南の雨水管

の整備、あるいはまだ公共下水道の工事

がまだ残っておるところもございますし、

それから、市債の残高がたくさんござい

ます。そういったことの課題も、本市と

しては独自で考えておるわけであります

から、そういった意味において、先ほど

ありましたように、市民負担の増大につ

ながらないように、流域下水道協議会で

すか、そこに十分反映をされるように、

強く要望しておきたいと思います。

　これ等についても、大阪府の方で、下

水道特会ということになりますので、ま

た、大阪府議会の方で十分ご議論いただ

けるというふうに思っておりますので、

そういったことを、当該の市町村として

十分声を上げていく、そして、市民のい

わゆる暮らしを守っていく、この立場を

しっかりとっていただくように要望して

おきたいと思います。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　木村委員。

○木村委員　府内には八つの流域下水道

組合があって、七つの流域下水道組合が

ほぼ了解点に達した中で、安威川、淀川

右岸流域下水道組合で意見書が提出をさ

れて、全会一致でそのことが採択をされ

たと。そういう中で、流域下水道組合議

会あるいは協議会、そしてまた、摂津市

の議会、協議会の中で、いろいろと議論

をされて今日に至ってきたんですけれど

も、最終的には、組合議会が３点の要望

事項を奥本管理者に提出をされたという

ことに集約をされてまいりました。

　しかし、淀川以南の七つの流域下水道

組合の中でも、最近になって、この流域

下水道組合が出した資料が出てるやない

かと。我々の流域下水道組合ではこんな

資料は出てないということで、十分議論

が尽くせないというような意見も出てき

ておるようです。そういう点では、やは

り安威川、淀川右岸流域下水道組合で意

見書を採択される中でいろいろ議論をさ

れてきたことは、やっぱり一定議会とし

てのチェック機能を果たしてきたんでは

ないかと思います。

　その３項目の中で、とりわけ、経費の

縮減問題、これは、大変、今日まで議論

をされてきましたけれども、きょうの議

論を聞いておっても、私はやはり少し納

得がいかない部分があります。

　それは、とりわけ、先ほど、本保委員

も質問されたんですが、消費税の問題、

先ほど、粟屋部長の方から答弁があって、

この流域下水道組合の資料は、流域下水

道組合として、バックデータはないけれ

ども、大阪府の資料をもとにして、組合
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の意見としてこれはつくったということ

なんですけれども、その意見書の中で、

消費税の納付額の縮減は、構成市町で１

億５，０００万円程度が見込まれ、短期

的には確かに大きな縮減効果があるよう

に思われるけれども、借りた起債を返還

し終わるまで３０年かかると。それまで

は、資本費負担額は毎年度増加する一方

である。そのため、近い将来、府へ資本

費を払うための、各市町とも、下水道使

用料の改定が必要になるだろうというこ

とではなしに、なるということで、断定

的にこういう資料が出てるんですね。

　そしたら、この流域下水道組合がつくっ

た資料が間違いなのかということを、こ

の前確認をしました。その答えはまだ返っ

ておりませんけれども、そしたら、その

組合の意見としてつくった資料が、組合

が間違ったんか。あるいはその大阪府の

資料が間違っとったんか。その辺のこと

を私は問いたい。どこに間違いがあった

んかということを、これははっきりして

もらわないと、この流域下水道組合に出

してもらった資料が、断定的に下水道使

用料の改定が必要になるということを言っ

てるんですよ。

　だから、そういう点では、この資料が

間違いであるか、ないかと、原因がどこ

にあるかどうかということをはっきりし

てもらわないと、私たちは、市民に対し

て、これ、後々、使用料の改定が必要に

なったときに言いわけができないことに

なってきますから、その辺はもう一度お

答え願いたいと思います。

　それと、流域下水道組合、これは、大

阪府の方は一応約束するということです

けれども、どのような形で約束をされる

のか。これ、協議会、先ほど来、出てま

すように、大阪府と各市の首長が入って

協議会つくるわけですね。ところが、地

方自治体の中で、行政が提案してくるこ

とに対して、議会と対立する場合たくさ

んあります。市民とも対立する場合がた

くさんあります。というのは、各種の使

用料の値上げの問題、これは、やはり理

事者と議会とはやっぱり意見が食い違っ

てくる場合があります。そういうときに、

流域下水道協議会の中に市民代表出てな

いですし、議会代表も出てない。という

ことは、行政同士で話し合って、一定の

方針を出したことが、即議会が承認でき

るかどうか、市民が納得するかどうかと

いうことは、私は甚だ疑問だと思うんで

す。やはりその点をはっきりしておいて

もらわないと、市民の意見が反映されな

い。先ほどもありましたけれども、これ

は、府議会の中の特別会計の中で処理さ

れていくということになりますけれども、

ややもすれば、やはり特別会計の中では

隠れてしまう可能性も十分あります。

　そういう点では、どのような形で大阪

府の方が約束をしたんか、その辺のこと

について、もう一度お答え願いたいと思

います。

　とりあえず、その２点に絞って。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　まず、今、ご指

摘いただいてます１点目の、組合の資料

の関係でございます。

　先ほど、私も、組合がデータを積み上

げたものでないというご答弁をさせてい

ただいております。それは、あくまでも

組合に確認したことでございます。その

中で、組合としては、大阪府の、私ども

が持っております資料でございますけれ

ども、それを見た中で、この組合資料に

も書いております、試算のところに出て

おります。単年度３６億円の更新事業を

するとした場合を仮定して、こういう文

書になっておるわけでございます。
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　一応、単年度３６億円の仮に工事があっ

たとしても、協議会でご指摘もいただき

ましたので、その後、我々は、金利３％、

３０年償還での償還額もチェックをかけ

ました。その場においても、３０年後ぐ

らいで、大体、摂津市にとっては、ほぼ

ニアリーイコールになってまいるという

試算結果も出ております。

　そういう内容でございますので、私ど

もは、この流域下水道組合は、そこまで

の細かい積み上げたものではないという

ふうに理解したところでございます。

　もう１点、流域下水道協議会のチェッ

ク機能、市民代表、議会代表等が入って

おらない。行政の担当者同士の協議会の

場であるということでございます。

　これは、確かにそういう内容となって

おります。この内容が、先ほどから申し

上げておりますように、資本費の一部負

担の問題が一番大きいと思っております。

それ以後の維持管理運営の方法も流域下

水道協議会の方で議論はなろうと思いま

すけれども、その中で、まず、１点は、

やっぱり経費負担増とならないように、

やっぱりこれはしっかり見ていきたい。

ただ、市民代表とか議会代表の方がおら

れませんから、市民の声、また議会の声

の問題につきましては、先日、大阪府の

副理事が来られた場合も、市長並びに副

市長の方から、その旨の意向は強く申し

入れてこられたところでございますので、

その辺は、私ども担当としては十分考え

た中で、議会の意見もお伺いし、それを

やっぱりその場で生かしていきたい、こ

のように考えておるところでございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村委員　繰り返しますけれども、部

長ね、これ先ほどから答弁聞いてますと、

３６億円の問題も含めて、大阪府の資料

を積み上げて、組合議会がつくった資料

ということですね、これは、先ほど来の

答弁聞いてますと。そしたら、その流域

下水道組合が積み上げる積算を間違った

ということになるんですか。やっぱり正

しいものを積み上げてやったものであれ

ば、正しい結論が出てくるはずですよ。

ところが、この最後の、下水道料金の改

定が必要になるということを断定的に出

している資料は、やはりこれは、私は、

今の答弁からすれば間違いだということ

を組合議会として認めたんですか。そう

なってきますよ。

　組合の方としても、やっぱり職員とし

てのプライドもありますし、そんな間違っ

た資料をつくったということになれば大

変なことになってきます。

　そういう点では、積み上げた資料が間

違ってたんか、組合議会が積み上げる方

法を間違ったんか、その辺、もう一回はっ

きり答弁してください。

　それと、協議会の中で、先ほど答弁が

ありましたけれども、大阪府から来られ

て、約束されたということは、具体的に

何を約束されたかということは、私ははっ

きりわかりません。

　だから、そういう点では、どういう約

束をされたんかね、その辺のことについ

ても、副市長も出ておられたんですから、

その辺、副市長の方からも一遍お答え願

いたいと思います。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　まず、１点目の、

組合の資料の関係でございますけれども、

先ほど、ちょっとご答弁で言葉足らずやっ

たかもわかりませんけれども、この資料

の作成に当たっては、組合の更新なり改

築の事業計画、これは、大阪府がつくら

れたものを組合も当然お持ちでございま

すから、それから判断されたという内容

でございます。その判断の中として、こ
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こにも書いております更新計画では、な

らしで毎年３６億円程度の事業費だとい

うことで、それを積み上げていったら、

縮減効果額以上になるだろうという旨の

資料を作成されたと。

　私が答弁させていただいておりますの

は、その更新計画をもとに、これも大阪

府でございますけれども、積み上げられ

た起債の償還表、これをもって、置きか

えていきますと、縮減効果額以内におさ

まると、そういうふうにご答弁させてい

ただいたつもりでございます。

　ということで、組合で言う３６億円に

対する償還表までの組み立ては流域では

されなかったのかなと、このように考え

ておるところでございます。

○山本靖一委員長　副市長。

○小野副市長　もともと、１１月３０日

に協議会が開かれまして、高槻市の方に、

副市長に面談を申し入れて、粟屋部長と

宮川次長を連れて参りました。

　そこで言ったのは、摂津市の状況とし

ては非常に厳しいと、そういうことの中

で、奥本管理者として、ここに対して強

い危機感を持って対処していただきたい

という申し入れをいたしました。

　それは、具体的には、やはりまず管理

者、副管理者で、この３点の申し入れに

ついて回答をということになっておりま

せんが、これはきちっと踏まえて、府に

対して送達をされたいということを言い

ました。

　それで、とりわけ、プロパーがつくら

れたと言われる、こういうことになるで

あろうということについては、払拭をす

る努力を、少なくとも、安威川の事務局

長は高槻市から派遣している部長であり

ますから、そこできちっとやはり対応さ

れたいと。これに対して我々が議論でき

ない状況であるということを強く申し入

れをいたしました。

　それで、もう一つは、管理者、副管理

者が、少なくとも、副知事に、送達は別

にして、面談をして、この３点の内容に

ついて、５市１町の厳しさはここにある

ということを、きちっとやはり管理者、

副管理者として副知事あたりに申し入れ

をしていただきたいということも申し上

げてまいりました。

　この中身は、もともと、今思い起こし

ますと、北摂には北大阪助役会がありま

す。今は北大阪副市長会になっておりま

すが、去年、私、この問題につきまして、

摂津は、この一元化問題を取り上げられ

たいということを北摂の助役会で申し入

れをいたしました。ただ、これは、池田

なり豊中が入っておられないということ

で、全体になじまないということで、こ

の７市の北大阪助役会には議題になりま

せんでした。

　私は、本市のこの中身を聞いておりま

しても、やはりきちっともう一度、この

可決を願いたいわけでございますが、こ

の協議会の記録なり委員会記録は、要点

でまとめてやはり府に送達すべきではな

いかということは一つ思っております。

　それで、２月１日にも北大阪副市長会

がありますので、これは５市入っており

ますから、ここでももう一度問題提議を

したいなということは思います。

　それで、この前、７日の日でしたか、

大阪府から来られました。そのときに、

この３点の問題について、１点目は、ま

ず、大阪府が出された資料に基づいて安

威川、淀川右岸流域下水道組合がつくら

れたとなれば、ここに資料としてはある

んですが、府は、将来の府の資本費負担

額は減額効果を上回らない、これは確約

しますと、こういうふうに言っておりま

す。ただ、安威川、淀川右岸流域下水道
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組合が、総額３７１億６，５００万円を

１０年に割り戻してると、こういうこと

も書かれておりますから、大阪府として、

きちっとこのことを安威川、淀川右岸流

域下水道組合と話をして、そこできちっ

と、疑念があるなら払拭されたいと、こ

れも大阪府に対して話をいたしました。

　ただ、大阪府の副理事は、１番、２番

については同感でありますと、これは必

ず縮減効果が出ますということを市長の

前で言い切られました。市長の方も、こ

だわられたのは、なぜ安威川、淀川右岸

流域下水道組合がこういうことを言われ

るのか、ここは晴れないと、ここをきちっ

とやはりされたいということを強く市長

も副理事に対して申し入れを行ったとこ

ろであります。

　ただ、そのときに副理事が言われたこ

とは、こういう広域下水道は、本来、法

的には都道府県がやるもんだと。この二

元化になっていることは、すなわち、今

日、今言いましたように、改築、改修の

大きな計画が出ることは出るであろうと。

それを、今までみたいに、建設は府がや

る、維持補修は市町村なり組合がやると

いうことの中に、そこに非常にすき間が

あいて、まあ言えば、府はやったらええ

やないかと、維持補修に何ぼかかったっ

て、市がやればええじゃないかというこ

とになりはしないかと。

　そういったことで、この中身というの

は、むしろ、私が申し上げたのは、その

ときもちょっと市長も言われてましたけ

れども、地方分権の流れにいかにという

ことの議論をいたしました、流れとは。

いや、それは、大阪府としては、豊中方

式、猪名川方式で、完全にもう建設も維

持コストも全部やる方法でいかれますか、

それとも、大阪府一元化にいかれますか

と、この議論から始めた上で今日の議論

になっておりますから、その地方分権に

戻るという議論については、その議論は

相当いたしたつもりでございますと、こ

ういうことも大阪府は言っておられると

ころであります。

　それで、私は、２点目については、い

ずれにしても、透明性と情報公開をきっ

ちりしてもらわないと困ると。とりわけ、

１番の問題は、私どもは非常にナーバス

になっていると。過去における下水道使

用料、ミス問題もあって、値上げさせて

もらってきたと。府下的にも相当高いラ

ンクになる。これがはね返ってきたとき

に、非常に他市とは違ううちの事情があ

るということも申し上げてまいりました。

　そういった中で、府としては、この中

身については、必ず１番、２番は同感で

ありますということを明確に言われたこ

とを覚えております。私ども、そこまで

言われた中身でありますから、今後の協

議会で、北摂の目は厳しいですよと、極

めて厳しい目でチェックが入りますよと、

それに耐えてもらわなきゃならない。こ

のペーパーは机上のペーパーじゃありま

せんねと再度言いましたら、これは必ず

縮減効果出しますということでありまし

たので、それであれば、なおかつ、高槻

市に対しても、大阪府に対しても、安威

川のプロパーが言われていることをきっ

ちり払拭するなり、理解を得る努力をも

う一度されたいということでもって、こ

の前の面談が終わっております。

　今、木村副委員長が言われたことも、

私ども否定するつもりはございません。

プロパーがつくられたものでありますか

ら、この問題は、この常任委員会で一定

の方向を出していただいても、改めて、

私どもの方から、また部長の方から、安

威川に対しましてこんな議論があると、

まだここのところは議論が、我々答え切
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れない部分があるということは事実であ

りますから、そこは、大阪府なり高槻市

の管理者が、みずからの部長が事務局長

に出向いておられますから、ここできちっ

と、もう一度、副市長に対して、もう一

度ここのことをきちっともう一度説明を

されたいということを、理解を求められ

たいということを、再度、強く申し入れ

をしたいなという気持ちでおります。

　以上でございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村委員　流域下水道組合がつくった

資料の真贋性についてはここら辺でおき

ますけれども、この資料に基づいて、こ

ういう一元化の結果、下水道の使用料に

はつながらないということを、先ほど、

粟屋部長が断定的に言われました。これ

は非常に私は重いと思います。

　だから、我々としては、そのことを、

この一元化によって市民負担が増大しな

いということを、粟屋部長の答弁で確信

をして、このことについてはその辺でお

きたいと思いますけれども。

　先ほど、副市長の方から答弁がありま

した、この流域下水道組合のこの前の協

議会の中で、とりわけ厳しい意見を出さ

れた茨木市の福井議員、田中総司議員、

そしてまた、高槻市の久保議員と、ちょ

うど偶然、副市長が行かれた日に私も面

談をしてきました。

　皆さんお互いに言われたことは、やは

り木村さん、この組合議会が申し入れた

３点の要望書というのは非常に重いです

よと。このことについては、やっぱりきっ

ちりと各議会の中で問題提議していかな

あかんと。できれば、付帯意見的なこと

も含めて検討していかないかんというこ

とをおっしゃいました。

　現実に、茨木市の方でも、田中総司議

員の方から、この問題については、福井

さんに本会議で質問してもらうと。向こ

うは、委員会付託ではなしに即決という

形の中で、その３点についてきっちりと

押さえていくということもおっしゃって

ました。

　そういう中で、先日開かれた茨木市の

本会議の中でも、その３点についてきっ

ちりと福井議員の方から質問されてます。

　また、高槻の久保議員にお会いしたと

きも、この問題については、やっぱり異

口同音に、３点のこの要望というのは非

常に重いものがあるから、木村さん、こ

れについては、うちは山口議員の方から

委員会で質問してもらいますということ

で、きのう、議論がされたようです。

　この山口議員というのは、私がこの前

の役選で議会へ出してもらって、一元化

の提案を発案したときに、提案者として

提案理由の説明を述べました。そのとき

に、山口議員が、賛成討論の中で、きっ

ちりといろいろなことを問題提議されま

したし、そういう点では、多分、きのう

の委員会の中でも、きっちりとそのこと

は、行政経験者である山口議員の方から

押さえをされておるというふうに確信を

いたしております。

　そういう中で、先ほど、副市長の方か

ら答弁がありましたように、大阪府が来

て、そういう、我々としては、１００％

そのことを信頼してええんかどうかとい

うことは、若干疑問は残りますけれども、

一応、市長、副市長の前で大阪府がそう

いうことを約束されたということは、やっ

ぱり重く受けとめていきたいと思います

し、決して、一元化によって最終的に市

民がそのことを背負っていかなければな

らないということにならないという確信

は持てませんけれども、何となく理解が

できるということになってきましたので、

そういう点では、先ほど、副市長の方か
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ら申し上げられたように、この問題につ

いては、単に申し入れをするとか、要望

するとかいう形ではなしに、直接、私が

先日の賛成討論の中でも申し上げました

ように、副管理者として森山市長が奥本

管理者に対して、これは大阪府に直接持っ

ていって、いろいろなことを確認して、

大阪府に伝えてもらいたいということを

申し上げましたけれども、そういう形を

きっちりととってもらって、後の対応が

間違いの起こらないように、しっかりと

押さえをしてもらうということを要望し

ておきたいと思います。

　以上で終わります。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１２分　休憩）

（午前１１時１４分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第５７号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　池田部長。

○池田水道部長　議案第５７号、平成１

９年度摂津市水道事業会計補正予算（第

２号）につきまして、補足説明をさせて

いただきます。

　今回提案させていただいた補正予算の

内容は、公営企業債の補償金免除繰上償

還の補正及び財団法人摂津市土地開発公

社への貸付金の補正を行うためのもので

ございます。

　まず、補正予算書の２ページの、補正

予算実施計画書により補足説明をさせて

いただきます。

　資本的支出の、款１、資本的支出、項

２、企業債償還金、目１、企業債償還金

は、２億１，４７４万９，０００円を増

額するもので、これは、公営企業金融公

庫から借り入れております公営企業債の

元金を繰上償還するためのものでござい

ます。

　なお、平成１９年度公的資金補償金免

除繰上償還制度につきましては、水道部

が、公営企業金融公庫から、過去に起債

いたしました公営企業債のうち、利率が

年６％以上の高金利の公営企業債が対象

でございます。

　具体的には、水道部が実施いたしまし

た、第三次拡張事業、第四次拡張事業及

び配水管整備事業の中で、昭和５７年か

ら平成２年に起債いたしました、年利７．

４％から６．３％の合計７本、未償還残

高２億１，４７４万８，３３２円の公営

企業債が対象となっております。

　今回の補正予算にあわせまして、国及

び大阪府には、平成１９年度から平成２

３年度までの公営企業経営健全化計画案

も提出しているところでございますが、

そういったことが評価されて、国及び大

阪府から全額繰上償還が認められますと、

今後、平成２９年度までの間に、約３，

７５６万円の支払利息削減効果が期待で

きるものでございます。

　次に、項３、貸付金、目１、貸付金は、

５億円を増額するもので、これは、財団

法人摂津市土地開発公社に資金の貸付を

行うためのものでございます。

　なお、貸付の実行時期は平成２０年３

月、貸付期間は６月ごとの継続的貸付。

貸付利率は、水道部が定期預金をする場

合の利率と、財団法人摂津市土地開発公

社が金融機関から借り入れる場合の利率

の平均利率とする予定でございまして、

これにより、水道部は、定期預金をした

場合に比べ、年間約３５６万円、財団法

人摂津市土地開発公社も金融機関から借

り入れをした場合に比べ、年間約３５６

万円のメリットを見込めるものでござい

ます。
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　以上、補正予算（第２号）の補足説明

とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１７分　休憩）

（午前１１時２０分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第５６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第５７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第５９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時２１分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  本 保 加 津 枝
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